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監査結果の報告について 

 

地方自治法第199条第２項の規定により実施した、令和６年度行政監査の結果を、同条第９項の規

定及び飯田市監査基準に準拠し報告します。 

なお、同条第14項の規定により、監査結果に基づき、又は監査の結果を参考として措置を講じた

ときは、その旨を監査委員に通知してください。  
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第１ 監査の種類 

地方自治法第 199条第２項の規定による行政監査 

 

第２ 監査のテーマ 

負担金、補助金及び交付金（以下、「負担金等」という。）について 

 

第３ 監査の対象 

監査委員の合意により、次の負担金等について対象とした。 

（１）地域自治振興課「飯田市パワーアップ地域交付金」 

（２）保健課「休日夜間急患診療所運営事業補助金」 

 

第４ 監査の着眼点 

（１）負担金等は地方自治法第 232条の２で「公益上必要がある場合」において、補助をすること

ができることとなっている。このことにより、明確な公益性があるか。 

（２）負担金等の目的に、妥当性があるか。 

（３）負担金等の交付は、市の政策的課題の解決につながるものか。 

（４）負担金等交付規則に定められた申請から交付決定、確定までの一連の処理において、内容確

認や適切な処理が行われているか。 

（５）負担金等の額に妥当性はあるか。（同じ金額を前例踏襲で支払っていないか。） 

（６）特定の団体等に特権的な恩恵を与えるものではないか。既得権化されていないか。 

（７）負担金等の要綱について、必要に応じて改正を行っているか。 

（８）交付先の会計処理や事業等のチェックを、必要に応じて適切に行っているか。 

 

第５ 監査の主な実施内容 

対象の２課に対し、令和３年度から令和６年９月末日までに交付した負担金等について、次

の内容がわかる調書を求めた。   

（１）負担金等を交付している団体等（以下、「団体等」という。） 

（２）団体等の概要（法的根拠、市の施策の位置付け等） 

（３）担当部署の関わり方 

（４）負担金等を交付する目的 

（５）負担金等を交付する根拠 

（６）負担金等の算出の基礎 

（７）団体等への負担金等の金額及び年度ごとの経過 

（８）団体等への負担金等の交付手続に係る書類のうち該当するもの 

① 団体等の概要（組織図、規約） 

② 団体等からの負担金等交付申請書、総勘定元帳、予算書及び事業計画等 

③ 負担金等の決定に係る決裁文書 

④ 支出負担行為決議書 

⑤ 負担金等交付決定書通知 

⑥ 団体等からの実績報告書（事業報告書・決算報告書） 

⑦ 負担金等交付確定書通知 

⑧ 請求書及び支出命令書等、支払いに係る書類一式 

⑨ 概算払いの場合は、精算命令書 
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（９）その他 

  ① 負担金等の効果及び条件履行の確認方法 

  ② 団体等に対する負担金等以外の支出の有無 

  ③ 団体等に対する別の負担金等の有無 

  ④ 団体等が行っている事業に類似する、別団体が行っている事業に対する負担金等の交付の

有無 

  ⑤ 負担金等を交付する目的や事業への問題及び課題 

 

これらの調書に加え、「補助金等交付規則（昭和 45年７月 15日規則第 31号）」、「事務事業実

績評価表」等を監査参考資料とし、予備監査及び面接監査により課等の長及び関係職員から説

明を聴取した。 

 

第６ 監査の期間 

令和６年 10月 31日から令和７年２月 28日まで 

（予備監査は令和６年 12月 12日に実施。面接監査は令和６年 12月 26日に実施。） 

 

第７ 監査の結果 

監査の結果、負担金、交付金及び補助金等についてはその目的に沿い、概ね適正に交付されて

いることを認めたが、次のとおり改善の検討を要する事項があったので、内容を十分把握して、

それぞれ必要な措置を講じられたい。 

 

【監査結果件数】 

対象部署名 
監査結果件数 

指摘事項 指導事項 検討要望事項 

地域自治振興課 ０ ０ １ 

保健課 ０ ０ ０ 

合 計 ０ ０ １ 

 

【監査結果の区分】  

指 摘 事 項  財務等に関する事務の執行について、是正又は改善を求めるもの 

指 導 事 項  是正又は改善を求める事項のうち、軽微なもの 

検討要望事項  制度又は運用について改善の検討を求めるもの、複数の部署に対して統一的な 

指導を求めるもの 

 

【指摘事項】 

なし 

 

【指導事項】 

 なし 

 

【検討要望事項】 

飯田市パワーアップ地域交付金については、「地域自治区における地域の課題を、地域自治区
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の住民の参加と協働によって解決し、もって特色を活かした魅力ある地域を形成、発展させてい

くこと」を目的とする交付金交付事業の原点に立ち返り事業を整理されたい。 

【地域自治振興課】 

 

 

第８ 監査結果に基づき講じた措置の報告（地方自治法第 199条第 14項の規定に基づくもの） 

＊次年度の定期監査(後期)時に措置後の成果や状況の回答を求める 

 

１ 令和６年度 監査報告書Ⅳ（行政監査）検討要望事項 

検討要望事項 措置状況 

飯田市パワーアップ地域交付金については、「地

域自治区における地域の課題を、地域自治区の

住民の参加と協働によって解決し、もって特色

を活かした魅力ある地域を形成、発展させてい

くこと」を目的とする交付金交付事業の原点に

立ち返り事業を整理されたい。 

飯田市パワーアップ地域交付金の目的である

「地域自治区における地域の課題を、地域自治

区の住民の参加と協働によって解決し、もって

特色を活かした魅力ある地域を形成、発展させ

ていく」に沿った交付金の使途を整理し、魅力

ある地域活動に交付金をどう生かしていくのか、

各地区の地域協議会等における審議を経て、よ

り効果的な活用となるように取り組む。 

【地域自治振興課】 

 


